
『医療系介護報酬改定のポイント』2021年 4 月版 正誤表 
(2021.10.13現在) 

 

※訂正箇所はゴシック太字下線で表示し、今回追加したものは太枠で示しております。 

※厚労省の訂正通知等による変更は、頁に■で示しています。 

頁 訂正箇所 誤 正 

13 
上から５

行目 

⑴ 介護予防支援費が９単位引き上げられ

た。 

⑴ 介護予防支援費が７単位引き上げられ

た。 

21 
上から 12

行目 

⑺ …なお、これまでの情報提供は医療保険

の診療情報提供料(Ⅰ)の様式を活用できる

こととされていたが、規定が削除されたた

め、今後は新しい様式で行う。 

⑺ …なお、医療保険の診療情報提供料(Ⅰ)

の様式 12の４を使用しても差し支えない

が、「社会生活面の課題と地域社会におい

て必要な支援等」について情報提供が必要

な場合は、その旨も記載する。 

■44 
下から８

行目 

の規定により、中小企業（資本金が３億円以

下又は常時使用する従業員の数が 300 人 

の規定により、中小企業（医療・介護を含む

サービス業を主たる事業とする事業主につい

ては資本金が 5000 万円以下又は常時使用す

る従業員の数が 100 人 

54 

上から８

行目～16

行目 

（中山間地域等における介護サービス） 

（13）中山間地域等に対し、… 

～ 

ビスの確保が著しく困難な地域 

（削除） 

82 
下から５

～３行目 

…従前の半分の単位数（１日につき３単位）

を算定することとされた。…勤続７年以上の

者がいる場合を評価したサービス提供体制強

化加算（Ⅰ）（１日につき６単位）が新設さ

れた。 

…従前の半分の単位数（１回につき３単位）

を算定することとされた。…勤続７年以上の

者がいる場合を評価したサービス提供体制強

化加算（Ⅰ）（１回につき６単位）が新設さ

れた。 

83 
下から７

行目 

ア リハビリテーション計画書（別紙様式２

－２－１又は２－２－２） 

ア リハビリテーション計画書（別紙様式２

－２－１及び２－２－２） 

■93 

下から 11

行目～下

から９行

目まで 

に、「リハビリテーションマネジメント加算

等に関する基本的な考え方並びにリハビリテ

ーション計画書等の事務処理手順及び様式例

の提示について」（平成 30年３月 22日老老

発 0322 第２号）の別紙様式２―１及び２－

２のリハビリテーション計画書等の情報を利

用者の同意の上で指定 

に、「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的

な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」の別紙様式２－２―１及び２－

２－２のリハビリテーション計画書等の情報

を利用者の同意の上で指定 

113 
下から 13

行目 

ア リハビリテーション計画書（別紙様式２

－２－１または２－２－２） 

ア リハビリテーション計画書（別紙様式２

－２－１及び２－２－２） 

115 
上から 11

行目 

要支援１ １月につき４単位 要支援１ １月につき 24 単位 

■126 
上から９行

目 

（7）（6） 注５４（中山間地域等居住者サ

ービス提供加算）の取り扱い（内容に変

更なし：略） 

（7）（6） 注６４（中山間地域等居住者サ

ービス提供加算）の取り扱い（内容に変

更なし：略） 

■225 
下から 10

行目 

17 ターミナルケアマネジメント加算につい

て（変更なし：略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ターミナルケアマネジメント加算につい

て 

⑴～⑷ （略） 

⑸ ターミナルケアマネジメントにあたって

は、厚生労働省「人生の最終段階におけ

る医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン」等を参考にしつつ、本人の

意思を尊重した医療・ケアの方針が実施

できるよう、多職種が連携し、本人及び

その家族と必要な情報の共有等に努める

こと。 

■237 
下から 17

行目 
の計画の次回の届出は、１年後でよい… の計画の次回の届出は、１年後でもよい… 



■239 
上から７行

目～上から

８行目 

条の２第１項の規定により、中小企業（資本

金が３億円以下又は常時使用する従業員の数

が 300 人以下の企業）は、令和４年４月１日

から義務化となり、それま 

の規定により、中小企業（医療・介護を含む

サービス業を主たる事業とする事業主につい

ては資本金が 5000 万円以下又は常時使用す

る従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和

４年４月１日から義務化となり、それま 
■251 

上から 10

行目～上か

ら 11行目 

■316 
上から 13

行目 

また、リハビリテーション実施計画原案に関

しては、リハビリテーション実施計画書 

また、リハビリテーション実施計画原案に関

しては、③ハに掲げるリハビリテーション実

施計画書 

■322 
下から 20

行目～下か

ら 14行目 

介護職員は、当該技術的助言・指導に基づ

き、「指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（短期入所サービス及び特

定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定

施設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて」別紙様式３及び「指定地域密着型サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準及

び指定地域密着型介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について」別紙様式１を参考

に、以下の事項を記載した口腔衛生管理体制

計画を作成すること。 

介護職員は、当該技術的助言・指導に基づ

き、別紙様式 7 

を参考に、以下の事項を記載した口腔衛生管

理体制計画を作成すること。 

330 
上から３行

目 

⑴ 褥瘡対策指導管理(Ⅱ)（10単位／日）

が新設された。 

⑴ 褥瘡対策指導管理(Ⅱ)（10単位／月）

が新設された。 

337 
表中、上か

ら４段目 

項目  算定単位 

   

褥瘡対策指導管理（Ⅱ）  １日につき 
 

項目  算定単位 

   

褥瘡対策指導管理（Ⅱ）  １月につき 
 

337 

表中、上か

ら 14・15

段目、18

段目 

項目 
 施設 

サービス 
   

理学療法（Ⅰ） 
  

理学療法（Ⅱ）   
    

 日常動作訓練指導加算  ○ 

 リハビリ体制強化加算  × 
  

 

作業療法 

 
 

  
 

 リハビリ体制強化加算  × 
 

項目 
 施設 

サービス 
   

理学療法 
（Ⅰ） 

  

（Ⅱ）   
    

 日常動作訓練指導加算  × 

 リハビリ体制強化加算  ○ 
  

 

作業療法 

 
 

  
 

 リハビリ体制強化加算  ○ 
 

■384 
上から７行

目～上から

８行目 

第１項の規定により、中小企業（資本金が３

億円以下又は常時使用する従業員の数が 300

人以下の企業）は、令和４年４月１日から義

務化となり、それまでの間は努 

第１項の規定により、中小企業（医療・介護

を含むサービス業を主たる事業とする事業主

については資本金が 5000万円以下又は常時

使用する従業員の数が 100 人以下の企業）

は、令和４年４月１日から義務化となり、そ

れまでの間は努 

■471 
上から 24

行目 

企業（資本金が３億円以下又は常時使用する

従業員の数が 300 人以下の企業）は、令和４ 

企業（医療・介護を含むサービス業を主たる

事業とする事業主については資本金が 5000

万円以下又は常時使用する従業員の数が 100

人以下の企業）は、令和４ 

■563 
上から４行

目 
ロハ （略） ロハ ①のロのｇ及びｈを準用する。 

629 
上から 13

行目 

三 事故発生の防止のための委員会及び従業

者に対する研修を定期的に行うこと。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるもの

とする）及び従業者に対する研修を定期的に



行うこと。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するた

めの担当者を置くこと。 

■638 
下から１行

目 

より、中小企業（資本金が３億円以下又は常

時使用する従業員の数が 300 人以下の企業） 

より、中小企業（医療・介護を含むサービス

業を主たる事業とする事業主については資本

金が 5000 万円以下又は常時使用する従業員

の数が 100 人以下の企業） 

■681
上段 

上から 17

行目～上か

ら 18行目 

度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総

論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限

る。）」、「口腔・栄養」及び「認知症（必須項

目に限る。）」 

度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総

論（ＡＤＬに限る。）」、「口腔・栄養」及び

「認知症（必須項目に限る。）」 

下から 17

行目 

と。また、「総論（既往歴、服薬情報及び同

居家族等に限る。）」及び「認 

と。また、「総論（既往歴、服薬情報、同居

家族等及び在宅復帰の有無等に限る。）」及び

「認 

下から 11

行目 

得ない場合を除き、すべて提出すること。ま

た、「総論（服薬情報に 

得ない場合を除き、すべて提出すること。ま

た、「総論（服薬情報及び在宅復帰の有無等

に 

■682
下段 

上から７行

目～上から

８行目 

度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総

論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限

る。）」、「口腔・栄養」及び「認知症（必須項

目に限る。）」 

度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総

論（ＡＤＬに限る。）」、「口腔・栄養」及び

「認知症（必須項目に限る。）」 

上から 10

行目 

と。また、「総論（既往歴、服薬情報及び同

居家族等に限る。）」及び「認 

と。また、「総論（既往歴、服薬情報、同居

家族等及び在宅復帰の有無等に限る。）」及び

「認 

上から 16

行目 

やむを得ない場合を除き、すべて提出するこ

と。また、「認知症（任 

やむを得ない場合を除き、すべて提出するこ

と。また、「総論（在宅復帰の有無等に限

る。）」及び「認知症（任 

■682
上段 

上から 18

行目～上か

ら 19行目 

紙様式３－３（個別機能訓練計画書）にある

「評価日」、「職種」、「ＡＤＬ」、「ＩＡＤＬ」

及び「起居動作」並びに別紙様式３にある

「作成 

紙様式３－２（生活機能チェックシート）に

ある「評価日」、「職種」、「ＡＤＬ」、「ＩＡＤ

Ｌ」及び「起居動作」並びに別紙様式３－３

（個別機能訓練計画書）にある「作成 

※最新の正誤表については、保団連 HP（https://hodanren.docnet.or.jp）でも紹介していますので、ご

確認下さい。 

 


